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三田市議会規則第 号 

 

   三田市議会事務局処務規則の一部を改正する規則 

 

 三田市議会事務局処務規則（昭和４６年三田市議会規則第１号）の一部を次のよ

うに改正する。 

第６条及び第７条を次のように改める。 

（職責及び職務権限） 

第６条 三田市議会事務局設置条例(昭和３３年三田市条例第９号)第５条第１項に

定める職員以外の職員の職責及び職務権限については、三田市事務処理規則(昭和

５１年三田市規則第２７号。以下「規則」という。)を準用する。 

（専決及び代決） 

第７条 事務局職員の事務の専決及び代決については、規則を準用する。この場合

において、事務局に次長を置くときは、規則別表第２及び規則第２０条中「部長

等」とあるのは「事務局長」と読み替え、事務局に次長を置かないときは、規則

別表第２中「部長等」及び「次長等」とあるのは「事務局長」と、規則第２０条

中「部長等」とあるのは「事務局長」と読み替えるものとする。 

付 則 

 この規則は、平成３１年３月２５日から施行する。 


